
下水道は、目に見えなくても街にとって欠かせない存在です。

国の認可を受け事業に着手

空襲により下水道事業中断

塩江町、 牟礼町、 庵治町、 香川町、 香南町、 国分寺町と合併

東部下水処理場運転開始

流域下水道 ・香東川浄化センターの一部運転開始
福岡下水処理場の廃止 （中部処理区を東部処理区に統合）

福岡下水処理場の一部運転開始

第 1期拡張計画事業認可、 事業に再着手

香東川流域下水道が高松市に移管

～

汚れた水を下水処理場できれいな水にして
海に戻すので、 水質保全とともに、 美しい
自然を守ることができます。

下水道が整備された地域は、 水洗トイレが
使用できるようになり、 悪臭のない清潔で
さわやかな暮らしが実現します。

大雨や台風の場合には、 雨水を下水道管
に集めて、 街からすばやく排出することが
できます。 また、 下水道管を張り巡らせる
ことで、 浸水の被害も少なくなります。

汚れた水が水路や水たまりに溜まると、 悪
臭や蚊 ・ハエなどが発生して不衛生になり
ます。 下水道で汚水を排除することで、 街
の美化とともに、 伝染病も防ぎます。

～

下水道は、衛生的で快適な生活に不可欠な “汚水処理” の役割と大雨や洪水などから街を守る “浸水対策”
の役割を担っています。

下水道の役割とあゆみ



高松市では、安全で安心なまちづくりのため、下水道事業計画区域内で過去に浸水被害を受けたことのある地
域において、雨水を速やかに排除するバイパス管やポンプ場の計画的な整備を進めています。特に、中心市街
地では、都市化の進展に伴い地表面が舗装され水が浸透しづらい状態になっていることや、地盤の低い地域で
あること、近年の集中豪雨に対する既設管の能力不足などが原因で道路冠水等が生じていましたが、平成 16
年の台風 23 号などにより大きな浸水被害が発生したため、平成 18 年 2 月に「中心市街地浸水対策計画」を策
定し、街に流入する雨水を効率的に排出していくための整備を積極的に行っています。また、周辺市街地にお
いても都市計画道路の整備に合わせ、雨水幹線を整備するなど、浸水対策を進めています。

日新ポンプ場（計画）日新ポンプ場（計画）

（施工中）

大雨等の際に、低地から川や海へと雨水を排出
するためのものです。
現在、41 か所の雨水ポンプ場で、大雨等の水量
に応じた適正な運転管理を行っています。
ほかに汚水用のポンプもあります。

個別の敷地における対策も有効です。

浸水被害を軽減させるために、
既設の合流式下水道管をつな
げることで、雨水を速やかに
排水できます。①地下への浸透による雨水の流出抑制　②地下水の涵養（かんよう）

雨といで受けた雨水を地下へ浸
透させるための有孔コンクリー
ト製等のますで、周囲を砕いた
石で覆うことで浸透性が増しま
す。

雨水浸透ますに接続して埋設されてい
る管で、有孔・多孔の浸透機能のある集・
排水管のことです。雨水浸透ますと同
様に、地下へと雨水を導けるように、集・
排水管のまわりは砕いた石で覆われて
います。

▲西部バイパス幹線
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一戸建ての家に取り付けられている合併処理浄化槽などのほかに、
マンションなどの集合住宅、学校や役所などの公共施設、店舗、
病院にも、中・大型の浄化槽が備えられています。

浄化槽には、 単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の２種類があります。

単独処理浄化槽は、 トイレの排水のみを処理するもので、 台所や洗濯、

風呂からの生活排水は、 そのまま川に流されています。 一方、 合併処

理浄化槽は、 生活排水もあわせて処理するものです。

高松市では、合併処理浄化槽への転換を補助しています。
川や海の水質汚濁の大きな原因のひとつが、 生活から生まれる雑排水。

そのため、 平成 13 年４月からは、 水環境を守ることを目的に、 単独処

理浄化槽の新設は禁止され、 合併処理浄化槽の新設が義務付けられて

います。 また、 単独処理浄化槽の管理者には、 合併処理浄化槽への

転換が求められており、 市は、 これを補助しています。

発行 ・編集
高松市都市整備局下水道部
〒760-8571　高松市番町一丁目８番 15 号
TEL  087-839-2765　    FAX  087-839-2776
Ｅメール   gesuikeiei@city.takamatsu.lg.jp
高松市公式ホームページ
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/
jogesuido/index.html　　詳しくは、

マンホールカードの配布について

場所：高松市常磐町一丁目３番地１
　　　瓦町ＦＬＡＧ８階
　　　市民サービスセンター
時間：午前 10 時～午後６時 30 分
　　　（年末年始を除く。）

自治体ごとにデザインがさまざまで
す。
高松市は、源平合戦「屋島の戦い」
の那須与一をモチーフにしています。
ぜひ集めてみませんか？
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浄化槽管理者の３つの義務

で検索
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